
　　　は、神奈川県から事務委託を受け、この消防設備士講習を実施した。

講　習　日 講 習 会 場

１０月　７日 かながわ労働プラザ 193 名 0 名 193 名

１０月１５日 神奈川県電気工事会館 114 名 0 名 114 名

１０月２１日 県　水　会　館
（神奈川県管工事業組合）

116 名 0 名 116 名

１１月　５日 藤沢産業センター 85 名 5 名 80 名

１１月１１日 かながわ労働プラザ 117 名 3 名 114 名

小　　　計 ５　　　回 625 名 8 名 617 名

１０月　８日 かながわ労働プラザ 229 名 0 名 229 名

１０月１６日 神奈川県電気工事会館 191 名 0 名 191 名

１０月２２日 県　水　会　館
（神奈川県管工事業組合）

119 名 0 名 119 名

１１月　６日 藤沢産業センター 120 名 3 名 117 名

１１月１２日 かながわ労働プラザ 154 名 3 名 151 名

小　　　計 ５　　　回 813 名 6 名 807 名

１０月　９日 かながわ労働プラザ 198 名 1 名 197 名

１０月１７日 神奈川県電気工事会館 100 名 0 名 100 名

１０月２３日 県　水　会　館
（神奈川県管工事業組合）

115 名 0 名 115 名

１１月　７日 藤沢産業センター 102 名 2 名 100 名

１１月１３日 かながわ労働プラザ 87 名 5 名 82 名

小　　　計 ５　　　回 602 名 8 名 594 名

2,040 名 22 名 2,018 名

日　　数　＝延べ 15 日 (18.1) ％減

※参考　平成１８年度開催実績 日　　　数　 15 日

受講者数　 2,465 名
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　(３)　消防設備士法定講習

消防法第１７条の１０の規定に基づき、消防設備士は消防用設備等の工事又は整備業務の

種　　別 申請者 欠席者 受講者

有無にかかわらず、免状の交付を受けた日から２年以内に、又はその講習を受けた日から

５年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければならないことになっている。当協会

(４・７類）

避
難
設
備
・
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(５・６類）

総　　　合　　　計　　１５　回

－ ３ －


